
申請方法申請方法

肝付町役場福祉課、内之浦総合支所町民生活課、岸良出張所の各窓口で申請ができます。肝付町役場福祉課、内之浦総合支所町民生活課、岸良出張所の各窓口で申請ができます。

お問合せ先　肝付町役場　福祉課　☎ 0994（65）8413お問合せ先　肝付町役場　福祉課　☎ 0994（65）8413

肝付町には、さまざまな福祉助成サービスがあります。詳細については、福祉課へお問い合わせください。肝付町には、さまざまな福祉助成サービスがあります。詳細については、福祉課へお問い合わせください。

○助成の対象
65 歳以上で独居の緊急性
の⾼い疾患のある⽅

○助成の内容
押すだけでコールセンター
につながり、緊急要請等
の代⾏をしてくれるサービ
ス機器の無償貸与します。

緊急通報装置関係緊急通報装置関係

○助成の対象 65 歳以上の⽅
○助成の内容  １⽇１回 500 円（年 24 回

以内）のはり・きゅう券を
交付します。

※ 利⽤できる施術院等は福祉課
にお問い合わせください。

はり・きゅう施術料助成はり・きゅう施術料助成
○助成の対象

⼀般浴場：65 歳以上の⽅
福祉⾵呂・家族⾵呂：65 歳以上⼜は障がい
者⼿帳をお持ちの⽅

○助成の内容
⼀般浴場：１回 100 円（年 50 回以内）、
福祉⾵呂・家族⾵呂：１回 500 円（年 10 回
以内）の利⽤券を交付します。

温泉入浴利用料助温泉入浴利用料助成成

○助成の対象
70 歳以上の⽅（運転免許証
⾃主返納者は65歳以上の⽅）

○助成の内容
バス⽤ＩＣカード課⾦額
の半額（年額上限 4,000 円）
を 助 成 し
ます。

敬老バス乗車賃助成敬老バス乗車賃助成

○助成の対象
肝付町に１年以上住所を有
し、要介護４及び５で市町村⺠税⾮課
税世帯に属する⽅を現に在宅で介護し
ている市町村⺠税⾮課税世帯の家族。

○助成の内容
紙おむつ・尿取りパッド・使い捨て
⼿袋・清拭材の購⼊券（町内指定の
薬局のみ利⽤可）を２ヶ⽉ごとに１万
円、年額６万円を上限に交付します。

※在宅介護福祉⼿当と併⽤は不可。

家族介護用品支給家族介護用品支給 ○助成の対象
① 要介護者のうち、ねたきり度「C」と判定された⽅、
② 要介護者のうち、認知症⽼⼈の⽇常⽣活⾃⽴度

が「Ⅳ」または「M」と判定された⽅、
③ 特別障害者⼿当、障害児福祉⼿当、経過措置に

よる福祉⼿当を受給している⽅と同⼀世帯に属
し、在宅でその介護をしている⽅

①〜③いずれも肝付町に 1 年以上居住しており、
世帯所得税の合計が 97,500 円未満の⽅

○助成の内容  ⽉額 5,000円を助成します。
 （年額上限 6 万円を年 2 回に分けて⽀給）
※家族介護⽤品⽀給と併⽤は不可。

在宅介護福祉手当在宅介護福祉手当

○助成の対象
 歩⾏に不安のある
 70 歳以上の⽅
○助成の内容
 シルバーカー購⼊費の半額
 （上限 8,000 円）を助成します。
※ 購⼊先：介護保険指定事業者、

指定の町内事業者に限る。

シルバーカー購入費助成シルバーカー購入費助成
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